
【（仮称）加西市誰もが自分らしく共に生きる社会づくり条例（案）】

ご意見 回答案

1

ジェンダーレスの問題は小学校低学年より授業に取り

入れていくべきだと思う。固定概念ガチガチの大人に

いくら勉強会や講演をしてもなかなか意識を変えるの

は難しい。

娘はSDGｓの勉強を本や資料を参考にしている（小学

２年生）

家庭の中や大人たちに「今のは決めつけじゃないか

な？」と疑問をぶつけてくる。「～だから、～しな

きゃ」と何気なく言った言葉でも・・・それほど大人

はジェンダーレスに疎く、無意識に男女不平等にして

しまっている。

女性の社会進出は必要だが、お飾りの女性進出になっ

てはいけないと思う。見せる為の起用ではなく、中身

の伴った選出（実力）でなくてはいけない。

ご意見ありがとうございます。

本市では、男性は仕事、女性は育児といっ

た固定的な性別役割意識の解消についての

取り組みを進めると同時に、幼少期から

ジェンダー教育や男女共同参画の視点に

立った教育を推進し、意識啓発に取り組ん

でまいります。

加西市の学校では、令和3年度から、SGDs

の視点を取り入れた学習に取り組んでおり

ます。

2

男女関係なく、男性は男性の良さを女性は女性ならで

はの良さを生かしつつ、共同で人権を尊重しながらと

いうところが本当に大切な部分だと思いました。

（第２条）全ての人→立場の弱い人（障害をもつ人た

ち）も社会での立場を対等だと理解してもらえると嬉

しいです。（第２条の⑩がそれにあたるかなと思いま

すが）市と地域団体や事業者は手を組んでいけるとい

う希望が湧きました。

（第３条）とても加西市が明るいと感じます。今まで

は男性が圧倒的に多く、現実的に聞いてほしい意見も

スルーされてきたのも、しっかりと聞いてもらえる希

望が見えます。

（第16条）誰もがというところには立場の弱い人や障

害やリスクをかかえる人全てが含まれているという風

に受け取ってもいいのでしょうか。

（第18条）発達障害を抱える子供達の今の状況を知っ

てもらって、できるだけ早く早急に解決策をしてもら

えると嬉しいですね。療育の必要性が本当に感じてい

るからです。必要な支援についても様々なパターンを

市は考えてもらえると未来が明るいです。

条例を一生懸命考えてくださって、ありがとうござい

ます。

ご意見ありがとうございます。

性差に関係なくお互いを尊重し、全ての人

が住みやすいまちづくりを進めてまいりま

す。

（第16条）障がい者や外国人をはじめ、困

難を抱える全ての人がワーク・ライフ・バ

ランスを推進できるよう支援するという意

味合いです。特に障がい者への配慮や支援

等に関しては、担当部局と協力しながら、

共に住みやすいまちづくりを推進してまい

ります。

（第18条）男女共同参画の視点に立った教

育の推進は男女共同参画社会を推進してい

く上で、非常に重要です。ジェンダー教育

や性に関する教育の他にも、教育現場の声

に耳を傾け、学校や児童生徒が必要として

いる支援を行ってまいります。

　　　　　　　　　　　　　パブリックコメントに対するご意見及び本市の考え方
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加西市では危機感はあまり感じられませんが、いつ大

きな災害が起きるかもしれません。

私は地域での防災に関わらせていただいています。

（ここ２年間はほとんど活動出来ていませんが。）

役員さんを対象とした防災訓練、防災講座では出席者

はほとんどが年配の男性です。町のしくみが男性社会

であったり、防災・減災対策担当者、意思決定者に女

性がおられないからでしょうか？

又、女性もあまり関心が無い、男性任せにされている

感じを受けます。

家事の延長線上に防災に関わっている所もあります。

女性、若い方にももっと関心を持ってもらいたい。災

害から全ての人を守る第１歩として女性の視点をしっ

かり踏まえた防災、減災対策を進めていただく。女性

と男性の異なるニーズや課題を的確に把握し、女性と

男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮さ

れた防災対策が行われることが必要だと思います。

そして、日頃から正しい知識を身に付け、柔軟な発想

でともに防災、減災に協力することが望ましいと思い

ます。

ご意見ありがとうございます。

第19条でも触れているように、防災に関す

る女性参画は本市としても課題の１つであ

ると考えています。

関係機関との連携や防災会議における女性

参画の推進、避難所運営等における男女共

同参画の視点の反映と併せて、地域住民へ

の意識啓発にも取り組んでまいります。
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男女共同参画について、もう少し特化した内容とした

方が良いと思います。

第3条（1）誰もが→「男、女、性差によらず」とした

方が、より男女共同参画に特化した内容になると思い

ます。

第７条　全ての人が、「性別に関係よらず」個人とし

て尊重されることとした方がよいのでは？

「全ての人が」性別にかかわりなく「対等に」能力を

発揮できる～

とした方がよいのでは？

第９条 3　この条例は大切だと思います。

第22条 2　必要な支援→具体的に被害者のみ？加害者

への注意？

ご意見ありがとうございます。

第3条（1）及び第7条に関しては、条文第2

条（1）に「男女共同参画  全ての人が性

別、性的指向、性自認等にかかわりなく、

社会の対等な構成員として、～」とあるよ

うに、男女共同参画の定義に“性別によら

ず”という意味合いが含まれており、一人ひ

とりが互いを尊重し合い、対等な立場でそ

の能力と個性を発揮できるような社会の形

成をめざしています。

第22条2に関しては、市民等からの相談の申

出があった場合、関係機関との連携や加西

市男女共同参画審議会の意見を聴取するな

ど、状況に応じて必要な対応を行います。


